
平成２６年 第１回 筑紫野市議会定例会（３月） 

提出議案について 

 

 平成２６年 第１回 筑紫野市議会定例会（会期：２月２６日から３月２５日まで）に次の

議案を提案しましたので、その内容をお知らせします。 

諮問第１号 ⼈権擁護委員の推薦につき意⾒を求めることについて 

人権擁護委員は、人権擁護委員法第６条第１項の規定に基づき、法務大臣が委嘱することとなって

いますが、同条第３項の規定により、市町村⻑は法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権

を有する住⺠の中から、議会の意⾒を聞いて候補者を推薦することとなっています。 

本件は、現委員が平成２６年６⽉３０⽇をもって任期満了となり、その後任として、⽊村律⼦⽒を

推薦するため、同法第６条第３項の規定により、議会の意⾒を求めるものです。 

同意第１号 筑紫野市監査委員の選任について 

本件は、現委員であります段上信章氏が、平成２６年３⽉３１⽇をもって任期満了となりますので、

引き続き、段上信章氏を選任するため、地方自治法第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求

めるものです。 

同意第２号 筑紫野市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

本件は、現委員であります米永隆司氏が、平成２６年３⽉１１日もって任期満了となりますので、

引き続き、米永隆司氏を選任するため、地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求め

るものです。 

同意第３号 筑紫野市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

本件は、現委員であります中島千春氏が、平成２６年４⽉１３日もって任期満了となりますので、

引き続き、中島千春氏を選任するため、地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求め

るものです。 

同意第４号 筑紫野市⼆⽇市財産区管理委員の選任について 

本件は、現委員の任期が平成２６年３⽉１９日をもって満了となりますので、筑紫野市二

⽇市財産区管理会条例第３条の規定に基づき、議会の同意を求めるものです。７人の委員、

萩尾健児氏、林⽥正義⽒、森田陽子氏、井上章氏、廣瀨征一氏、齊木嗣憲氏、畑添和敏氏は

全員が再任です。 



報告第１号 専決処分の承認について（損害賠償の額を定めることについて） 

本件は、損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分

を⾏ったことから、同条第３項の規定に基づき、これを報告し、承認を求めるものです。 

内容は、平成２５年８⽉６⽇に発⽣した、公⽤⾞とバイクの接触事故により、相⼿⽅バイクを損傷

させたものです。当事故に伴う損害賠償額について、７６，４０７円で⽰談協議が整い、平成２６年

２⽉６⽇付で専決処分を⾏ったところです。 

報告第 2 号 専決処分の承認について（損害賠償額の額を定めることについて） 

本件は、損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分

を⾏ったことから、同条第３項の規定に基づき、これを報告し、承認を求めるものです。 

内容は、平成２４年１２⽉１６⽇の衆議院議員総選挙の投票所として使⽤した筑紫野市⽴筑⼭中学

校体育館において発生した事故により、相手方が負傷されたものです。当事故に伴います損害賠償額

について７，７９０円で⽰談協議が整い、平成２６年２⽉１３⽇付で専決処分を⾏ったところです。 

議案第１号 
筑紫野市特別職の職員の給与等に関する条例の⼀部を改正する条例の制定

について 

本件は、三役が率先して給与を削減することで、職員に対して経費節減の意識を持って⾏政運営に

あたらせることを目的に、平成２６年４⽉１日から平成２７年１月３１日までの間、市⻑の給料⽉額

を５％、副市⻑の給料⽉額を３％削減するため、条例の一部を改正するものです。 

議案第２号 
筑紫野市教育委員会教育⻑の給与及び勤務時間等に関する条例の⼀部を改

正する条例の制定について 

本件は、さきの議案第１号と同様の理由により、教育⻑の給料⽉額を３％削減するため、条例の⼀

部を改正するものです。 

議案第３号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画について 

本件は、辺地に係る公共的施設を整備するための第１０次１ヶ年計画を策定するため、辺地に係る

公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定に基づき、議会

の議決を求めるものです。 

議案第４号 
筑紫野市⼦ども医療費の⽀給に関する条例の⼀部を改正する条例の制定に

ついて 

本件は、本年９⽉から⼦ども医療費の助成対象者の範囲を拡大するため、条例の⼀部を改正するも

のです。 



議案第５号 
筑紫野市役所出張所設置条例及び筑紫野市コミュニティ施設等の設置及び

管理に関する条例の⼀部を改正する条例の制定について 

本件は、筑紫コミュニティセンターが設置されることに伴い、条例の⼀部を改正するものです。 

議案第６号 ⼩郡市及び筑前町との図書館の相互利⽤に関する協定について 

本件は、市⺠の図書利⽤の利便性向上のため、小郡市及び筑前町と図書館の相互利⽤に関する協議

を⾏うことについて、地⽅⾃治法第２４４条の３第３項の規定により議会の議決を求めるものです。 

議案第７号 平成２５年度筑紫野市⽔道事業会計資本剰余⾦の処分について 

本件は、平成２５年度筑紫野市⽔道事業会計資本剰余⾦の取崩しについて、地方公営企業法第３２

条第３項の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

議案第８号 水道の給水協定について 

本件は、⽔道事業の円滑な運営のため筑紫野市と太宰府市との間で締結している⽔道の給⽔協定

が、平成２６年３⽉３１⽇をもって期限切れとなることから、その更新のため、地⽅⾃治法第２４４

条の３第３項の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

議案第９号 下水道の排水協定について 

本件は、下⽔道事業の円滑な運営のため筑紫野市と太宰府市との間で締結している下⽔道の排⽔協

定が、平成２６年３⽉３１⽇をもって期限切れとなることから、その更新のため地⽅⾃治法第２４４

条の３第３項の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

議案第１０号 
筑紫野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の⼀部を改

正する条例の制定について 

本件は、筑紫野都市計画地区計画古賀第１地区の都市計画変更に伴い、条例の⼀部を改正するもの

です。 

議案第１１号 市道路線の認定について 

本件は、２３の路線について、道路法第８条第１項の規定により市道として認定するため、同条第

２項の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

議案第１２号 市道路線の廃⽌について 

本件は、道路法第１０条第１項の規定により市道路線を廃⽌するため、同条第３項の規定により準

用する同法第８条第２項の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 



議案第１３号 市道路線の変更について 

本件は、道路法第１０条第２項の規定により市道路線を変更するため、同条第３項の規定により準

用する同法第８条第２項の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

議案第１４号 平成２５年度筑紫野市⼀般会計補正予算（第４号）について 

補正予算の主な内容は、歳出予算としては、創⽣振興基⾦積⽴⾦１億９千万円、国⺠健康保険事業

特別会計繰出⾦の臨時的なものとして５億６千４６０万７千円、⼩中学校の空調設備整備として⼩学

校防災機能強化事業３億６千５４３万６千円、中学校防災機能強化事業１億６千１３３万２千円など

の増額や、上原田地区環境整備事業１億６千１０４万１千円、ＪＲ二日市駅地区整備事業４億７９８

万１千円などを減額するものです。歳⼊予算としては、公⽴学校施設整備費国庫補助⾦１億２千２９

８万２千円、⼟地売り払い収⼊１億７千４７０万円、前年度繰越⾦１億３千８２３万円、公共施設等

整備基⾦繰⼊⾦１億９千３８万６千円、⽂教施設整備事業債２億１千３４０万円などの増額や都市計

画費国庫補助⾦２億２千７１５万８千円、⼟⽊債３億１千７１０万円などを減額するものです。 

このため、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４千９０５万５千円を減額し、歳入歳出予算

の総額を３２７億２千９２４万７千円とするものです。 

議案第１５号 
平成２５年度筑紫野市国⺠健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

補正予算の主な内容は、歳出予算としては、⼀般被保険者療養給付費１億円、退職被保険者等療養

給付費５千３００万円、⼀般被保険者⾼額療養費４千４００万円などを減額するものです。歳⼊予算

としては、⼀般会計繰⼊⾦５億６千４６０万７千円の増額や⼀般被保険者国⺠健康保険税３億６千４

３５万５千円、国の財政調整交付⾦２億８千４３６万８千円などを減額するものです。 

このため、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２億８千５８６万７千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を９８億１千１６４万４千円とするものです。 

議案第１６号 
平成２５年度筑紫野市奨学資⾦貸与事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

補正予算の主な内容は、歳出予算としては、奨学資⾦貸付⾦１８０万円を減額するものです。歳⼊

予算としては、⼀般会計繰⼊⾦１２６万円、⼊学⽀度⾦⽴替⾦返還⾦５４万円を減額するものです。

このため、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１８０万円を減額し、歳入歳出予算の総額を４

９９万２千円とするものです。 



議案第１７号 平成２５年度筑紫野市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について 

補正予算の主な内容は、歳出予算としては、介護給付費準備基⾦積⽴⾦９４８万３千円などの増額

や地域密着型介護サービス給付費５千２０７万５千円、施設介護サービス給付費３千万円などを減額

するものです。歳⼊予算としては、返納⾦２５５万円などの増額や介護給付費国庫負担⾦３千３５４

万８千円、国の調整交付⾦２千６８９万６千円、介護給付費交付⾦６千３７２万４千円などを減額す

るものです。 

このため、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億９千３３７万６千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を５４億６千７１９万５千円とするものです。 

議案第１８号 
平成２５年度筑紫野市後期⾼齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて 

補正予算の主な内容は、歳出予算としては、広域連合納付⾦３６１万２千円、⼀般管理事務費１１

３万円などを減額するものです。歳⼊予算としては、⼀般会計繰⼊⾦５０９万９千円の増額及び特別

徴収保険料７５８万９千円、普通徴収保険料３２５万２千円を減額するものです。 

このため、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５７４万２千円を減額し、歳入歳出予算の総

額を１９億９千３８２万５千円とするものです。 

議案第１９号 
平成２５年度筑紫野市農業集落排⽔事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

補正予算の主な内容は、歳出予算としては、農業集落排⽔施設維持管理費１８３万円を減額するも

のです。歳⼊予算としては、農業集落排⽔処理施設使⽤料２０万円の増額及び⼀般会計繰⼊⾦２０３

万円を減額するものです。 

このため、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１８３万円を減額し、歳入歳出予算の総額を

２億２千３９５万６千円とするものです。 

議案第２０号 平成２５年度筑紫野市御笠財産区特別会計補正予算（第１号）について 

補正予算の主な内容は、歳出予算としては、般管理費６１万８千円、財産管理費７４万４千円を増

額するものです。歳⼊予算としては、前年度繰越⾦１３６万２千円を増額するものです。 

このため、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３６万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を１千４３万２千円とするものです。 



議案第２１号 
平成２５年度筑紫野市平等寺⼭財産区特別会計補正予算（第１号）につい

て 

補正予算の主な内容は、歳出予算としては、⼀般管理費１００万円、財産管理費６８０万円を減額

するものです。歳⼊予算としては、⽴⽊売り払い収⼊７８０万円を減額するものです。 

このため、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７８０万円を減額し、歳入歳出予算の総額を

３千７４４万６千円とするものです。 

議案第２２号 平成２５年度筑紫野市⽔道事業会計補正予算（第２号）について 

補正予算の主な内容は、収益的収⽀では、収⼊については⽔道料⾦の減、加⼊⾦の増によるもの、

⽀出については⼊札減、不⽤額による委託料、修繕費、印刷製本費など事務費の減 及び事業確定に

よる固定資産除却費の減によるものです。このことから、収益的収入の既決予定額から６９８万６千

円を増額して１７億９千９３９万４千円とし、収益的支出の既決予定額から１千２５０万４千円を減

額して１７億３千２６２万３千円とするものです。また、資本的収支では、収入については事業確定

による企業債、負担⾦の減によるもの、⽀出については事業確定による建設改良費の委託料、⼯事請

負費、負担⾦や固定資産購⼊費の減によるものです。このことから、資本的収⼊の既決予定額から２

億２千５５８万９千円を減額して１億９千８１１万３千円とし、資本的支出の既決予定額から２億５

千１６６万９千円を減額して６億９千８５１万６千円とするものです。 

議案第２３号 平成２５年度筑紫野市下⽔道事業会計補正予算（第２号）について 

補正予算の主な内容は、収益的収⽀では、収⼊については事業費確定による受託⼯事収益、過年度

損益修正益の減によるもの、⽀出については事業確定等による受託事業費、流域下⽔道維持管理負担

⾦、固定資産除却費の減などによるものです。 

このことから、収益的収入の既決予定額から１千４３万２千円を減額して１８億３千６０万円と

し、収益的支出の既決予定額から３千８６９万２千円を減額して１７億５千７６６万３千円とするも

のです。また、資本的収⽀では、収⼊については事業確定による企業債、国庫補助⾦、⼯事負担⾦の

減、受益者負担⾦や他会計負担⾦の増によるもの、⽀出については事業確定等による公共下⽔道整備

費の委託料、⼯事請負費、流域下⽔道建設負担⾦、事務費の減などによるものです。 

このことから資本的収入の既決予定額から１億４千４９２万円を減額して１０億４千７９７万２

千円とし、資本的支出の既決予定額から１億１千６５４万７千円を減額して１６億９千２０万４千円

とするものです。 



議案第２４号 平成２６年度筑紫野市⼀般会計予算について 

本予算については、歳⼊歳出の総額を、対前年度⽐０．３％減の３１４億７千１００万円とするも

のです。 

歳出予算の主な内容は、⺠⽣費については、障害者⾃⽴⽀援事業費、⼆⽇市保育所⼤規模修繕事業、

児童福祉施設整備事業などが増額となったことから、⺠⽣費全体では対前年度⽐６．５％、７億７千

９２４万円の増額となっています。 

⼟⽊費については、天拝公園周辺整備事業及び市道「上原⽥線」道路新設改良事業などの事業終了

やＪＲ二日市駅地区整備事業、筑紫駅⻄⼝⼟地区画整理事業などの事業費が減額となったことによ

り、対前年度⽐３１．０％、１４億３千２１５万７千円の減額となっています。 

教育費については、筑紫⼩学校プール改築事業や共同調理場施設整備事業の実施などにより、対前

年度⽐２５．９％、６億８５０万４千円の増額となっています。 

公債費については、定例償還の元⾦・利⼦ともに減少したことにより、対前年度⽐５．６％、１億

９千１６５万５千円の減額となっています。 

歳⼊予算の主な内容は、市税については、個⼈市⺠税は約６千８百万円の減を⾒込んでいますが、

法⼈市⺠税は前年度⽐約３億３千９百万円の増を⾒込んでいることから、市税全体では前年度⽐２．

３％、２億９千５０３万３千円の増額となっています。地⽅消費税交付⾦については、４⽉１⽇から

の地⽅消費税の税率引き上げに伴い前年度⽐で２８．３％、２億３千１９９万２千円の増額となって

います。地⽅交付税については、地⽅財政計画により前年度⽐で８．２％、３億３千３９２万４千円

の減額となっています。国庫⽀出⾦については前年度⽐で３．３％、１億７千７７６万５千円の減額

となっています。市債については、前年度⽐で１６．１％、４億５千７７６万９千円の減額となって

います。 

議案第２５号 平成２６年度筑紫野市国⺠健康保険事業特別会計予算について 

本予算については、歳⼊歳出予算の総額を対前年度⽐１．３％減の９７億３千６７６万４千円とす

るものです。なお、この会計は、保険給付事業が主なものです。 

議案第２６号 平成２６年度筑紫野市住宅新築資⾦等貸付事業特別会計予算について 

本予算については、歳⼊歳出予算の総額を対前年度⽐１．６％減の６７５万７千円とするものです。

なお、この会計は、貸付⾦の回収や起債の償還が主なものです。 



議案第２７号 平成２６年度筑紫野市奨学資⾦貸与事業特別会計予算について 

本予算については、歳⼊歳出予算の総額を対前年度⽐２．７％増の６９７万２千円とするものです。

なお、この会計は、奨学資⾦の貸与事業が主なものです。 

議案第２８号 平成２６年度筑紫野市介護保険事業特別会計予算について 

本予算については、歳⼊歳出予算の総額を対前年度⽐１．８％増の５６億８千４１４万７千円とす

るものです。なお、この会計は、介護サービスの給付事業が主なものです。 

議案第２９号 平成２６年度筑紫野市後期⾼齢者医療事業特別会計予算について 

本予算については、歳⼊歳出予算の総額を対前年度⽐９．２％増の２１億３千８３５万２千円とす

るものです。なお、この会計は、広域連合への納付⾦が主なものです。 

議案第３０号 平成２６年度筑紫野市農業集落排⽔事業特別会計予算について 

本予算については、歳⼊歳出予算の総額を対前年度⽐０．７％減の２億２千５６６万９千円とする

ものです。なお、この会計は、御笠、阿志岐、平等寺、吉⽊、⼭⼝の農業集落排⽔処理区の施設維持

管理と起債の償還が主な事業です。 

議案第３１号 平成２６年度筑紫野市⼟地取得事業特別会計予算について 

本予算については、歳⼊歳出予算の総額を対前年度⽐３８．８％減の２億８千５５３万２千円とす

るものです。この会計は、筑紫野市土地開発公社 経営健全化計画に基づき、⼟地開発公社先⾏取得

用地の買戻しに伴う起債の償還のための会計です。 

議案第３２号 平成２６年度筑紫野市⼆⽇市財産区特別会計予算について 

本予算については、歳⼊歳出予算の総額を対前年度⽐９３７．８％増の５千５４８万１千円とする

ものです。この会計は、駐⾞場の維持管理事業が主なものです。 

議案第３３号 平成２６年度筑紫野市御笠財産区特別会計予算について 

本予算については、歳⼊歳出予算の総額を対前年度⽐９５．６％増の１千７７４万２千円とするも

のです。この会計は、⼭林育林事業が主なものです。 

議案第３４号 平成２６年度筑紫野市平等寺⼭財産区特別会計予算について 

本予算については、歳⼊歳出予算の総額を対前年度⽐３４．４％増の６千７９万円とするものです。

この会計は、⼭林育林事業が主なものです。 



議案第３５号 平成２６年度筑紫野市⽔道事業会計予算について 

本予算については、収益的収支において、収入の予定額を２０億３千８３６万７千円とし、支出の

予定額を１８億７千９５０万３千円とするもので、差引１億５千８８６万４千円の⿊字を⾒込んでい

ます。また、資本的収支においては、収入の予定額を３億３千６００万２千円とし、支出の予定額を

８億４千５８９万５千円とするものです。 

議案第３６号 平成２６年度筑紫野市下⽔道事業会計予算について 

本予算については、収益的収支において、収入の予定額を２２億６千９９６万９千円とし、支出の

予定額を２０億９千４５１万５千円とするもので、差引１億７千５４５万４千円の⿊字を⾒込んでい

ます。また、資本的収支においては、収入の予定額を１１億２千３６３万８千円とし、支出の予定額

を１７億５千３１７万６千円とするものです。 

 



平成２６年 第１回 筑紫野市議会定例会（３⽉） 

追加提出議案について 

 

平成２６年 第１回 筑紫野市議会定例会において、３⽉１９⽇に次の議案を追加提案しま

したので、その内容をお知らせします。 

議案第３７号 平成２５年度筑紫野市⼀般会計補正予算（第５号）について 

補正予算の主な内容は、歳出予算として、地域活性化商品券事業補助⾦を４百万円増額するもので

す。 

この補助⾦については、平成２６年度予算に商⼯会への補助⾦１千万円を計上し、昨年度と同様の

１億４千万円分の商品券が６⽉末に発⾏されるよう進めていました。しかし、本年２⽉末に従来の助

成額の１．５倍に助成⾦を増額するという県の補正予算が成⽴し、商⼯会から補助⾦の増額要望がな

されたことから、本市においても、２５年度補正予算で補助⾦４百万円を計上し、２６年度に繰り越

して、商品券発⾏額を７千万円増額の合計２億１千万円にしようとするものです。 

また、発⾏の時期については、できるだけ早い時期に⾏われるよう５⽉末を予定とし、消費税増税

による消費の落ち込みの緩和に即応したいと考えています。 

歳⼊予算としては、普通交付税の額の変更決定がなされたことから、４百万円を増額するものです。 

このため、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４百万円を増額し、歳入歳出予算の総額を３

２７億３千３２４万７千円とするものです。 

次に「繰越明許費」の補正については、追加の場合として補正予算計上の地域活性化商品券事業補

助⾦を翌年度に繰り越し、平成２６年度当初予算と合わせて予算執⾏しようとするものです。 

また、変更の場合として、ＪＲ⼆⽇市駅地区整備事業において、⽤地取得の交渉に時間を要し、年

度内執⾏が出来ないと⾒込んでいた案件が、その後の協議により年度内執⾏が可能となったため変更

するものです。 

次に債務負担⾏為補正については、追加の場合として⽴明寺・原の下道路改良事業を平成３０年度

から平成３２年度に実施予定としており、その⽤地取得に関して、筑紫野市⼟地開発公社において、

事業⽤地等の先⾏取得を⾏うものです。なお、当該地は、⾼尾川溢⽔の頻度が⾼い⽔道橋に近接して

おり、県の⾼尾川鷺⽥川河川改修計画の推進にも寄与するものです。⽤地取得後は、当⾯の間、⽔防

倉庫ならびに消防団をはじめとする水防人員の待機場所として既存建物を活用する予定です。 



また、債務負担⾏為の変更の場合として、この事業⽤地の先⾏取得のため、筑紫野市⼟地開発公社

が⾦融機関に資⾦を借り⼊れる際の、筑紫野市の債務保証を増額するものです。 

 

 


